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船舶事故調査報告書 

 

 平成２４年１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月１５日（金） １２時４０分ごろ 

発生場所 愛知県南知多町大井漁港東方沖 

大井港口灯標から真方位１７８°０.１９海里付近 

（概位 北緯３４°４３. ２′ 東経１３６°５８. ３′） 

事故調査の経過 平成２３年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 光
みつ

宝
ほう

丸、３トン 

ＡＣ３－３６６８７（漁船登録番号）、個人所有 

９.７８ｍ（Lr）×２.３９ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６１年３月９日 

Ｂ 手漕ぎボート （船名なし） 

船舶番号なし、良徳釣具餌店 

３.５２ｍ×１.１１ｍ×０.４８ｍ、ＦＲＰ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６１年４月１４日 

免許証交付日 平成２２年１１月１日 

（平成２８年４月１３日まで有効） 

Ｂ 操船者Ｂ 男性 ４７歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（操船者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底に擦過傷 

Ｂ 全損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、大井漁港東方沖を帰航のために速力

約６ノットで西進中、船長Ａが、操船時の前方視界を確保するために使用

している踏み台から下り、航海計器の電源を切断した後、再び踏み台に上

がることなく、前方の視界を十分確保しないまま航行した。 

Ｂ船は、操船者Ｂが１人で乗り、手漕ぎにより帰航のために大井漁港東

方沖を南南西進中、操船者ＢがまっすぐにＢ船に接近するＡ船に気付い

た。 

両船は、平成２３年７月１５日１２時４０分ごろ、大井漁港東方沖にお

いて、Ａ船船首とＢ船左舷が衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船の左舷中央付近から右舷船尾側へ乗り切った。 
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船長Ａは、衝撃を感じ、自船の左舷船尾側に操船者Ｂと散乱した荷物を

見てＢ船の存在に初めて気付き、操船者Ｂを救助した。 

本事故により、Ｂ船は、沈没し、操船者Ｂは、右足に骨折等を負った。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項 船長Ａは、通常、船橋後方の操縦台で操船していたが、操縦台により前

方の水平線が見えづらい状況であったことから、高さ約３０㎝の踏み台に

乗って操船し、入航前に踏み台から下り、航海計器の電源を切った後、再

び、踏み台に上がって操船していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

なし 

Ａ船は西進中、Ｂ船は南南西進中、大井漁港東

方沖において、船長Ａが、前方視界確保用の踏み

台から下りて操船していたことから、Ｂ船に気付

かず、Ａ船船首とＢ船左舷が衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、大井漁港東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が南南西進

中、船長Ａが、前方視界確保用の踏み台から下りて操船していたため、Ｂ

船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・踏み台のような応急的な手段ではなく、航走中、常時、前方視界が確

保されるよう改造することが望ましい。 

 




